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 〔京都市消防局長、同部長、同消防学校長及び同消防署長ならびに京都市消防本部各旗

の様式を〕を次のように定める。 
   京都市消防局長、同次長、同部長、同消防学校長及び同消防署長並びに 
   京都市消防本部各旗の様式 
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３ 部 長 旗・消防学校長旗 

 
 



４ 消防署長旗 

 

 
５ 消防本部旗 

 



   附 則 
１ 京都市消防長、同副消防長及び同消防司令長並びに京都市消防本部各旗の様式はこれ

を廃止する。 
２ この様式は、昭和２８年９月１日から適用する。 
   附 則（昭和３６年１１月１０日京都市消防局訓令乙第１１号） 
１ この訓令は、公布の日から施行する。 
２ 従前の規定により作成した様式は、現に残存するものに限り、従前の例により使用す

ることができる。 
   附 則（昭和３９年５月１５日京都市消防局訓令乙第３号）抄 
（施行期日） 
１ この訓令は、昭和３９年５月１５日から施行する。 
   附 則（昭和４３年１０月１日京都市消防局訓令乙第６号）抄 
（施行期日） 
１ この訓令は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成７年３月３１日京都市消防局訓令乙第１６号） 
 この訓令は、平成７年４月１日から施行する。 
   附 則（平成１６年３月３１日京都市消防局訓令乙第９号） 
 この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２４年３月３０日京都市消防局訓令乙第３号） 
 この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 
   附 則（令和４年３月３１日京都市消防局訓令乙第５号） 
 この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
   附 則（令和４年６月２０日京都市消防局訓令乙第１号） 
 この訓令は、令和４年７月１日から施行する。 


